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1 はじめに
京都議定書が 2月 16日に発効した。これにより、日本は

2000年から 2012年までの平均の温室効果ガス排出量を 90
年比 6%へ削減することを義務づけられた。
しかし、現状では 90 年よりも 8%排出が増加しており、

14%の削減をおこなわなければならない。その為にいわゆる
京都メカニズムや森林吸収を最大限利用することが不可欠
であるが、それでもなお 14%には届かないと言われている。
2005年度での導入は見送られたが、国内での排出を削減す
るために効果的な手法として環境税（炭素税）が検討されて
いる。
そこで注目したのは、炭素税の導入により国内の地域ごと

に負担格差が生じてしまうのではないか、ということである。
炭素税に関する研究は様々なものが行われているが、地域差
に注目した研究は日本国内では見られない。
本研究では産業連関表を用いた分析と、応用一般均衡モデ

ルをもちいた分析をおこない、どのような負担格差が生じう
るのかを検討した。

2 産業連関表による分析
平成７年地域間産業連関表を用いて、地域別の炭素排出量、

および炭素税負担額を推計した。このとき、炭素税価格とし
て環境省案の 2400円/tCをもちいた。また地域間での負担
格差を考える指標として、一人当たりの課税金額をもちいた。

表 1: 地域別炭素排出量および課税金額
人口 総生産額 炭素排出量 課税金額
（千人） （10 億円） （Mt-C） （円/人）

北海道 5692 34817 11.17 4700
東北 9836 59848 25.29 6166
関東 48823 391440 100.33 5707
中部 13112 114578 37.85 6877
近畿 21454 160281 50.81 5665
中国 7775 57669 26.21 8097
四国 4183 26457 10.08 5795
九州 13423 77770 28.44 5073
沖縄 1273 5410 2.10 3908
全国 125571 928269 292.28 5586

表 1によると、中国地方での炭素排出量が他地域に比べて
突出していることがわかる。これは中国地方の産業構造に原
因がある。
中国地方では鉄鋼業、石油・石炭製品、化学製品の産業部

門が盛んであり、いずれも炭素を大量に排出する産業である。

中国地方の炭素排出量の 25%を鉄鋼製品部門が占めており、
石油・石炭製品、化学製品と合わせると約 40%をこれらのエ
ネルギー集約産業が占めている。

炭素税の導入を検討している段階でも、生産額に占めるエ
ネルギーコストが全国平均を上回るような業種については、
税率を２割から５割程度軽減することが予定されている。ま
た、税収のうち２割ほどを地方へと還元することも検討され
いる。

そこで、鉄鋼製品、窯業・土石製品、化学製品、パルプ・
紙・紙加工、運輸の５部門の税率を５割軽減した際の課税金
額および、税金の２割を各地方へ還元した場合をそれぞれぞ
れ推計した。

図 1: 地域別一人当たりの課税金額
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図 1を見ると、炭素税を地方へ還元することにより、地域
間の格差が大きく縮小されることが示された。

環境省案では、減税措置と税収の地方への還元をおこなっ
ても 4%の排出削減が可能であることが示されている。

ただ、それでも中国地方では全国平均より 1.3倍以上の負
担になており、さらに負担の地方へと還元させることで、負
担の格差を是正できると考えられる。

3 応用一般均衡モデルによる分析
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炭素の流れを組み込んだ応用一般均衡の静学モデルを用い
て、炭素税課税が地域でどのような経済的影響を引き起こす
のか、２つのケースを分析した。

モデルの仮定は、（１）地域間で資本と労働は移転しない
（２）地域間で同じ財の代替弾力性は∞である（３）化石燃料
は「石油」「石炭」「都市ガス」である、とした。



3.1 ケース１：地域間で自由に排出権が取引される場合

この場合、全国の中で削減コストが小さい部門及び地域か
ら順に排出を減らしていくことになる。モデルを用いてどの
程度地域間で、経済的な負担格差が出てくるのかを推計した。

図 2を見ると、やはり中国地方で生産額の落ち込みが大き
くなることがわかる。その一方で東北、関東、近畿の生産額の
落ち込みは比較的小さくなる。このモデル上では完全雇用を
仮定しているので、地域内で労働力が移動する。関東などで
は炭素税によってダメージを受ける産業から出る余剰労働力
を他の産業がある程度吸収できるため、生産額の落ち込みを
抑えることが可能になっている。中国地方では主要な産業が
重化学工業であるために、余剰労働力を吸収できる他の産業
に乏しいので、落ち込みが他地域に比べて大きいものとなっ
てしまう。

図 2: 生産額の変化（排出枠 100%～90%）
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図 3: 限界削減費用の変化

3.2 ケース２：地域によって排出枠が固定されている場合
この場合は地域内でしか排出権の取引が行われないために、

全国レベルで見ると生産は非効率的なものとなる。図 2を見
ると、やはり総生産は減少してしまっている。
しかし、ケース１に比べて地域間の格差は小さくなってい

るとも言える。ケース１では中国地方が極めて不利になって
しまうことが示されたが、地域ごとに枠を決めて、その中で
削減目標を達成させると、もともと排出量が多かった中国地
方は削減コストが比較的小さくてすむ（図 3参照）。
その一方で中部地方では削減コストが低い部門が少ない為

に、輸送機械部門の生産を削減せざるをえず、限界削減費用
が高騰してしまっている。その結果として生産額が大きく落
ち込んでしまう結果となってしまった。

4 総括
4.1 まとめ

1. 炭素税の課税によって地域間に負担格差が生じる
単純に炭素排出量に比例して課税しても、エネルギー集
約産業に対して減税しても地域間で負担格差は生じる。
特に中国地方への課税が重いものとなる。税収を地方へ
還元し、負担が大きい地方に環境産業を育成するなどの
措置が必要である。

2. 排出枠と地域への経済的影響
炭素排出量に応じて排出枠を分配する場合、全国で取引
が行われると日本全体での費用は最小化されるが、格差
は拡大する。逆に地域内でしか取引を認めない場合は、
格差が小さくなるが生産効率を下げてしまう。また地域
内限定とすると、中部地方の限界削減費用が高騰し、生
産を押し下げる。

4.2 今後の課題
1. データの更新
今春に 2000年の地域間産業連表が刊行される予定であ
るので、これを用いた分析をおこなう。

2. モデルの拡張
今回のモデルは静学モデルであったため、動学化を行い
長期にわたる影響を分析する。また地域間の移動には輸
送コストが必要であり、その特性を分析する。
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